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サイバーセキュリティ対策の強化について（注意喚起） 

 

 今般、岡山県内の病院においてサイバー攻撃が発生し、電子カルテの閲覧・利用ができな

くなる等により、一部診療への影響が生じる事案がありました。また、今回の事案において

は個人情報の流出も確認されています。 

 医療機関を攻撃対象とする同種攻撃は後を絶たず、その脅威は日増しに高まっています。 

 また、医療法施行規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 20 号）が令和５

年４月１日に施行され、病院、診療所又は助産所の管理者がサイバーセキュリティを確保す

るために必要な措置を講じることとなり、医療機関におけるサイバーセキュリティ対策の更

なる強化が求められているところです。 

 つきましては、各医療機関におかれましては、下記資料等を参考に、セキュリティ対策が

適切に講じられているかを再度御確認いただきますようお願いいたします。 

 

記 

【参考資料】※各資料の添付は省略しています。 

 

・令和５年５月 31日付け産情発 0531第１号 

「『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 6.0版』の策定について」 

 

・令和６年５月 13日付け医政参発 0513第６号 

 令和６年度版「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「医

療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者

向け～」について 

 

・令和５年 10月 10日付け事務連絡 

「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の取組みについて（周知依頼）」 
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